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須々万長穂・須万市水道施設維持管理業務委託 

特記仕様書 

 

業務の円滑な履行を目的とし、特に必要な事項を定める。 

 

１．業務の概要 

  須々万長穂、須万市水道施設における安全で良質な水道水の安定供給を保持 

するため、本業務により施設の維持管理業務を行うものである。 

  業務履行の安全性確保及び適正な維持管理の保持のために、各種特記事項 

 を定めるものとする。 

 

２．施設の状況 

   本業務の対象施設の状況を下記表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務責任者の選任 

   本業務の実施にあたり、業務を統括する業務責任者を選任するものとする。 

 

４．維持管理業務計画書の作成 

業務責任者は、業務計画書を作成し、速やかに提出すること。 

その作成要領は、次のとおりとする。 

 

（1）業務概要 

水道施設の重要性を鑑み、その目的を達成するための委託業務に 

      おける管理の基本方針及びその概要について委託業務に対する考え 

      方が把握できるよう記載すること。 

 

（2）業務体制 

維持管理業務を遂行する上で必要な組織および体制について、 

業務体制、業務分担、緊急時体制、その他の組織・体制が明確 

名 称 長穂浄水場 須々万浄水場 須万市浄水場 

1.施設の位置 
周南市長穂木津上 

1575 

周南市須々万奥 

大谷 919-5 

周南市須万権現原 

2621-3 

2.施設の能力 1,584m3/日 477.5m3/日 167.05m3/日 

3.その他 

施設の詳細 

（別添） 

施設概要書 

のとおり 

同左 同左 
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に把握できるよう記載すること。 

 

（3）業務計画 

安全で安定的に浄水を供給するための運転計画や設備点検、水質 

管理等について、年間を通じて把握できるよう記載すること。 

 

（4）業務方法 

各設備の日常及び巡回点検の内容・点検頻度・点検要領、清掃の 

内容・要領等、その他必要な事項について具体的に記載すること。 

 

（5）安全衛生管理 

事故、災害等を未然に防止し、安全に業務委託を遂行するための 

      安全衛生管理にかかわる基準、安全衛生管理に関する組織体制につい 

      て具体的に記載すること。 

労働安全衛生に関する諸法令を遵守し、就業者に対して常にこれを

徹底させるとともに、災害防止に万全の対策を講じ安全責任者を定め

て管理しなければならない。 

        浄水場内の立入る者は、水道法第２１条第１項に基づき、作業着手

前に関係機関において検便を行い、その結果の原本を提出すること。

検査内容については、赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス、パラチフス、

腸管出血性大腸菌の５項目とする。安全衛生管理上、水道法施行規則

第１６条第１項に基づき６箇月ごとに医療機関において再度検便を行

い、提出すること。 

 

（6）各種報告書様式 

契約書、業務委託仕様書及び特記仕様書等で報告義務を課せられ 

ている報告書及び発注者が要求する報告書のほか、業務上必要と思わ

れるものについて様式を作成する。 

※日本産業規格Ａ版により作成し、原則としてＡ４、Ａ３とする。 

 

５．月間業務計画書の作成 

   業務責任者は、月間業務計画書を作成し、月末までに次月の計画書を提出 

すること。 

（1）維持管理業務計画書で計画した運転業務、保守点検業務、環境整備業務 

水質管理業務、その他の業務について具体的に記載すること。 
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６．業務完了報告書 

業務責任者は、月間業務完了報告書を作成し、以下について報告すること。 

（1）月間業務完了報告書 

             1)施設点検報告書 

       2)業務実績報告書 

       3)月間所見 

       4)その他、必要書類 

 

７．維持管理業務内容 

(1)浄水設備運転・保守点検・環境整備業務 

1) 取水、浄水、送水、配水のための運転に必要な作業に関すること 

①取水、送水ポンプの運転の監視及び定期的な切替運転並びに 

簡易な点検整備 

②取水場における取水施設の機能保全 

    a 井堰及び集埋管等の清掃（須々万、須万市） 

b 導水管路の逆洗浄作業（須々万） 

③連続水質計器の手動洗浄・指示値校正 

    a 残塩計測機器の指示値校正（長穂） 

    b 高感度濁度計の定期清掃（須々万、長穂、須万市） 

    c 原水濁度計の脱泡槽、計器清掃（長穂） 

④各施設の点検、異常時の緊急出務及び復旧措置並びに連絡 

 

2) ろ過池の運転、操作に関すること 

①ろ過池の運転状況監視及びろ過量調整と確認 

②ろ過池鋤取作業に伴う各種調整及び監視 

a 各種バルブ操作 

b 配水流量及び配水池保有水量の監視及び調整 

c ろ過池鋤取業務委託の発注者及び受注者との連絡調整 

 

3) 次亜塩素酸ソーダ注入装置の運転に関すること 

①注入ポンプの運転及び管理 

a 注入ポンプ（運転号機）の定期的な切替（長穂） 

       b 注入タンクの残量確認（須々万、長穂、須万市） 

       c 注入ポンプ及び注入ラインの脱エア，目詰まり解消 

    d 管末残留塩素濃度 0.2mg/ℓ 以上となるよう管理すること 

②次亜塩素酸ソ－ダの注入量の調節と確認 

       a 定量ポンプの出力調整及び吐出量確認（須々万、須万市） 
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4) 取水場、浄水場、配水池等の施設の管理に関すること 

①取水場、浄水場、配水池等の用地内の清掃及び除草作業 

    a 維持管理上、必要な清掃及び除草作業の時期決定 

    b 作業範囲の選定 

    c 刈草等の適正処分（計量証明書等の収受及び集計整理） 

②外柵等の設備の点検、状況報告及び簡易な応急的整備。 

 

5) 導・送・配水管路での漏水、故障の連絡及び応急処置に関すること 

①取水場、浄水場、配水池等を巡回の際、管路からの漏水や道路の 

陥没を発見した場合は、危険回避の応急措置をとった上で発注者 

及び関係機関へ連絡すること。 

 

6) 日報の作成及び点検報告 

①施設・設備の巡回点検後、日報を作成すること。 

②日報は、毎日、業務責任者が確認をした後にファックスまたは 

電子メールで発注者へ報告すること。また、原本については、 

月間業務完了報告書と同時に提出すること。 

 

(2)水質管理業務 

1) 水質検査に関すること 

①水質検査は、発注者が指定した箇所にて採水し、色・濁り・ＰＨ・ 

残留塩素の測定を行う。 

②検査は、正確に毎日測定すること。（ＰＨは週１回）測定結果で異常が確

認された場合は、速やかに発注者に連絡し指示を仰ぐこと。 

 

2) 測定値の報告 

①残留塩素濃度の測定値が０．２mg/ℓ 未満、及び１．０mg/ℓ を 

超えた場合は、直ちに発注者へ報告し必要な措置をとること。 

②色・濁り等、日常と比べ大きな変動を確認した時は、直ちに 

発注者へ報告し指示を仰ぐこと。 

 

3) 水質検査方法 

①採水準備 

      検査前に蛇口を開き、滞留水を十分に流した後、採水をする。 

②色及び濁り 

きれいに洗浄された透明ガラスコップに八分目ぐらい検水を入れ、 

肉眼で透視して色及び濁りを検査する。 
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③残留塩素濃度の測定（ＤＰＤ比色法） 

      測定操作 

a ＤＰＤ試薬（ＤＰＤ－Ｆ－１）１パックを測定セルに加える。 

b 測定セルに検水を加え全量１０ml とし、キャップを閉めて 

よく振り混ぜる。 

c ＤＰＤ比色測定器に発色した測定セルを差し込み、両サイドの 

色調と比較して検水の残留塩素濃度（mg/ℓ ）を求める。 

 （比色測定は、１分以内とすること） 

 

4) 測定器具及び試薬に関すること 

①測定器具 

残留塩素比色測定器        発注者より貸与する。 

②試薬 

ＤＰＤ試薬（ＤＰＤ－Ｆ－１）   発注者より支給する。 

③器具及び試薬の取扱いに関する注意事項 

        a 測定器は、検査測定用以外の使用は避け、丁寧に扱うものとする。 

        b ＤＰＤ試薬は、保管に十分注意し、飲んだり、口に入れたりして 

はならない。 

また、衣服や皮膚に付着した場合は、速やかに充分水洗いするこ 

と。 

        c 契約期間の満了、または、途中解除した場合は、測定器具及び試 

薬の残りを発注者へ返却すること。 

 

(3)その他の業務 

1）水道問題について市民の相談に応じること。 

2）必要に応じ、関係部署に連絡すること。 

3）緊急の場合に備えて、緊急出務できる体制にあること。 

4）運転管理マニュアルの内容を把握し、実施すること。 

5）業務委託仕様書及び特記仕様書に明記していない事項については、 

発注者の指示により対処すること。 

 

 

以上 



業務委託仕様書 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この業務委託は、周南市上下水道局（以下「発注者」という。）が管理する浄水場及び取

水場、ポンプ所、配水池（以下「浄水場等」という。）の運転管理を円滑に行い、浄水場等の機

能を十分に発揮し、維持管理の適正な運営を図る為、運転管理業務委託に係る仕様を定めるこ

とを目的とする。  

 

（業務の履行） 

第２条 受注者は、浄水場等及び水道施設の機能が十分発揮できるよう、本業務委託仕様書のほ

か、契約書及びその他関係書類等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行すること。 

 

（業務の範囲） 

第３条 業務委託の範囲及び業務内容は、本業務委託仕様書及び特記仕様書のとおりとする。 

２ 当該施設は無人施設であるため、１日１回以上の巡回により業務を実施すること。 

 

（業務管理） 

第４条 受注者は、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行すること。 

２ 受注者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管

理に留意し、労働災害の防止に努めること。なお、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ち

に必要な措置を講じ、速やかに発注者に連絡すること。 

３ 受注者は、浄水場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄水場等の運転に精

通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識をもってこれに当たり、創意工夫し、設

備の予防保全に努めること。 

４ 受注者は、豪雨、台風、地震、渇水その他の天災及び浄水場等の機能に重大な支障を生じた

場合に備え、連絡体制を整えるともに、常にこれに対処できるよう準備すること。 

５ 受注者は、地域住民と十分協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。 

 

（従事者の届出） 

第５条 受注者は、従事者の職種、職務分担（従事者の資格等を証明するものを含む）を記載し

た従事者届を届けること。なお異動若しくは変更のある場合は、同様とする。 

 

（業務責任者等の基準） 

第６条 受注者は、以下の内いずれかの要件を満たす者を業務責任者として１名配置すること。 

 



① 水道技術管理者の資格を有する者。 

② 水道浄水施設管理技士３級以上の資格を有する者。 

③ 水道用水供給事業、水道事業に係る浄水場施設又は飲料水供給施設の運転管理業務に

３年以上の実務経験を有する者。 

２ 業務従事者は、基礎的な技術を有し、運転管理、保守点検等の業務を遂行すること。 

３ 業務従事者は、年間を通して従事することを原則とする。ただし、やむなく病気、けが等で

従事できなくなった場合は、速やかに発注者へ変更届を提出すること。 

 

（業務責任者の職務） 

第７条 業務責任者の職務は、次のとおりとする。 

（１）本業務の最高責任者として、従事者の指揮、監督、技術技能の向上、労働安全衛生の確

保、勤怠管理を行うとともに、事故防止に努めること。 

（２）契約書、業務委託仕様書、特記仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、

内容を十分理解し、施設の機能を把握し、監督職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ

円滑な遂行を図ること。 

（３） 設備及び管理状況を常に把握し、いかなる場合においても対処できる体制に努めること。 

 

（維持管理業務計画書及び業務報告書等） 

第８条 受注者は、業務計画書及び本業務委託仕様書「第２章」に定めるところにより運転監視、

設備点検等の維持管理業務、その他業務の履行に係る計画書、報告書を提出すること。 

 

（月間業務計画書及び月間業務完了報告書等） 

第９条 受注者は、年間業務計画に基づき、あらかじめ発注者と協議し、特記仕様書に記載する

諸事項を踏まえて作成した月間業務計画書を提出すること。なお、詳細な諸事項が必要な場合

は、月間業務計画書に添付して提出すること。 

２ 月間業務計画書を変更する必要が生じた場合は、発注者と協議すること。 

３ 受注者は、月間業務計画書に基づき業務を進行し、特記仕様書に記する内容等により月間業

務報告書を提出すること。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務報告書に添付して提

出すること。 

 

（委託業務記録等の整備） 

第１０条 受注者は、業務記録などの業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、発注者が

提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 

２ 委託業務記録は、受注者が必要と思われる記録類とする。 

 

 

 



（安全管理） 

第１１条 受注者は、作業の実施にあたり法令などに基づいて安全管理に関する事項を定めるこ

と。 

 

（教育の徹底、関連法令等の遵守） 

第１２条 受注者は、運転・維持管理（運転、監視、巡視、点検、測定等）に対して、必要な知識

及び技能に関する運転マニュアル等を作成し、教育をすること。 

２ 委託業務実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守すること。 

３ 雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、

雇用形態に応じて、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入すること。 

４ 委託業務実施にあたり、事故が発生しないよう使用人等を含む業務作業者に安全教育の徹底

を図り、指導、監督に努めること。 

 

（完成図書、器具等の貸与） 

第１３条 受注者が業務遂行上必要とする完成図書、特殊工具等は発注者が貸与すること。 

２ 貸与品については、台帳等を作成し、その保管状況を常に把握し、毀損、盗難、紛失等があ

った場合には受注者が弁償すること。 

 

（整理整頓等） 

第１４条 受注者は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理すること。 

 

（従事者の服装） 

第１５条 受注者は従事者に安全かつ清潔な服装をさせ、胸に名札を着用させるとともに、対応

については部外者から指摘を受けないようにすること。 

 

（火災の防止） 

第１６条 受注者は、浄水場等の火災を未然に防止するため、火気の正確な取扱い及び後始末を

徹底すること。 

 

（浄水場等施設の一般管理） 

第１７条 受注者は、業務履行上で必要な諸事項について、発注者と打ち合わせ、協議等を行っ

た場合は、都度その内容を議事録として記録すること。なお、議事録は発注者に提出し承認を

受けること。 

 

 

 

 



第２章 業務範囲と業務内容 

 

（業務範囲） 

第１８条 業務の主な内容は次のとおりとし、本条以降に記すほか、特記仕様書に明記する。 

（１）運転業務 

① 浄水場等の設備機器の運転制御 

② 委託施設の監視及び記録 

③ 委託施設の巡視点検 

④ 委託施設の故障・緊急時の対応 

⑤ その他業務上必要な諸作業 

（２）保守点検業務 

① 浄水場等の機械設備点検（目視） 

② 浄水場等の電気設備点検（目視） 

③ 浄水場等の計装設備点検（目視） 

④ 浄水場等の簡易な補修 

⑤ 着水井、沈澱池、浄水池、配水池、ポンプ所などの点検、清掃 

⑥ ①から⑤までの記録並びに報告書作成 

⑦ その他業務上必要な諸作業 

（３）環境整備業務 

① 浄水場等の範囲内の外構・植栽等の環境整備 

（ただし発注者が外注する除草業務等は除く） 

② 上記の収集運搬 

③ 浄水場等の範囲内の清掃及び整理整頓 

④ 上記の記録及び報告書の作成 

（４）水質管理業務 

① 浄水場の運転管理上で必要な通常的な水質検査及び管理 

（ただし法令で定める年１回の検査及び月１回の水質検査は除く） 

② 毎日１回、指定された末端給水栓について「色度及び濁度並びに残留塩素濃度」の検査 

③ 臨機の措置及び緊急対応 

④ 検査結果の記録及び報告書作成 

（５）物品等調達業務 

① 浄水場等の運転に必要な薬品等の調達と管理 

（ただし発注者が行う物品等の調達は除く。） 

② 薬品、備品、消耗品類の在庫調査及び管理 

③ 上記の記録、報告書の作成 

（６）その他 

① 薬品納入時の立会 



② 発注者が外注する水質検査採水時の立会及び設備機器の運転 

 

（施設の運転管理） 

第１９条 受注者は、運転管理により異常を発見した場合または変更が必要な場合は、その都度

速やかに発注者に報告し、その指示に従い処置を行うこと。ただし、次に掲げるものは、受注

者の判断で実施し、発注者に報告すること。 

（１）浄水過程における、経済的かつ適正な運転管理 

（２）取水・送水設備の適正な運転管理 

２ 施設運転管理の範囲は次のとおりとする。 

（１）受電設備運転管理 

（２）非常用発電機設備運転管理 

（３）原水流量、ろ過水流量、送水流量、配水流量の監視、制御 

（４）取水井戸の監視 

（５）浄水場、配水池等の各池の水位、流量などの監視、調整 

（６）浄水場等のポンプ施設の監視、制御 

（７）着水井、沈澱池、緩速ろ過池、除鉄、除マンガンろ過装置、膜ろ過装置等の運転 

（８）濁度、色度、ＰＨ値、残留塩素等水質の管理 

（９）薬品等の注入量の調整及び制御 

（10）薬品類、潤滑油脂類などの残量記録 

３ 受注者は、運転監視日誌を作成し、運転の変更、故障、警報の発生等運転監視に必要なもの

については記録し、提出すること。 

 

（巡視点検） 

第２０条 受注者は、次の巡視点検を実施するものとし、巡視点検の頻度は発注者と協議の上、

業務計画書に記載し報告すること。 

（１）受変電設備，非常用発電機設備 

（２）計装設備・計測設備・機械設備 

（３）取水・送水・ろ過・サンプリング・排水ポンプ 

（４）配水池・加圧ポンプ所・取水井戸・取水場 

（５）薬品注入設備 

（６）建物付帯設備機器 

（７）場内各池の状況 

（８）沈澱池設備 

（９）緩速ろ過池設備 

（10）除鉄・除マンガンろ過設備 

（11）膜ろ過設備 

（12）その他業務上必要な巡視点検 



（調整及び整備） 

第２１条 受注者は各機器が正常に動作するように調整整備に努めること。ただし、調整及び整

備は簡易なものに限る。 

 

（簡易な修繕等） 

第２２条 受注者は、点検整備により発見した不良箇所若しくは、故障の発生した破損箇所のう

ち現場で修理可能なものについては、発注者に報告し、協議の上修繕を行うこと。作業終了後

は写真等を添付し報告すること。ただし、緊急を要する場合においては、応急措置を行うとと

もに、発注者に報告をすること。 

２ 設備の修繕、整備・調整に要した費用は、発注者が負担すること。 

(ただし、初期対応に要した費用は除く。) 

 

（業務管理） 

第２３条 受注者は次の業務管理を行うこと。 

（１）業務の履行に伴う安全衛生管理 

（２）業務報告書等の作成及び整理 

（３）運転操作に伴う操作表の作成 

（４）浄水場等の自主管理 

（５）完成図書等貸与品の管理 

（６）管路漏水事故における上下水道局への連絡 

（７）浄水場等の保安及び施錠 

（８）災害時のおける初期対応業務 

 

（勤務体制） 

第２４条 受注者は業務計画書に勤務体制を定めること。 

（１）運転監視業務 

（２）巡視点検 

（３）保守点検等 

（４）水質分析 

（５）緊急時（必要の都度） 

２ 浄水場等の設備が自動化等により勤務体制を変更しても所定の能力が確保されるような場合

は、発注者、受注者双方が打ち合わせの上、勤務体制を変更すること。 

 

 

 

 

 



第３章 業務書類等 

 

第２５条 受注者は、業務の履行にあたり次の書類に定められた期間内に提出すること。 

（１）着手届 

（２）業務責任者選任届 

（３）維持管理業務計画書 

（４）借用承認図 (完成図書等) 

（５）その他承認図 

２ 月間業務計画書一式 

３ 月間業務完了報告書一式 

４ その他、発注者が要求するもの 

 

（業務検査） 

第２６条 受注者は、業務を完了したとき、発注者の業務完了検査を受けること。 

 

第４章 その他 

 

（責任） 

第２７条 受注者が契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備、誤操作等による水質の異常、

機器等の破損、故障等は受注者の負担において速やかに補修、改善または取替若しくは、補償

等により解決すること。ただし、テロ及び天災事変等の事故による場合は、この限りではない。 

 

（雑則） 

第２８条 本業務委託仕様書に明記されていない事項であっても、運転操作上当然必要な業務等

は、良識ある判断に基づいて行うこと。 

２ 運転等に係る資料の提出を発注者が要求した場合は、速やかに応じなければならない。 

３ 受注者は、発注者の承諾なく発注者の所有物を場外に持ち出し、または、業務に必要としな

いものを持ち込まないこと。 

 

（事業実施におけるリスクマネージメント） 

第２９条 事業実施における浄水場等の施設について、その水道法上の責任は発注者にあるもの

とし、本業務範囲における施設の運転・維持管理上の責任は原則として受注者が負うものとす

る。ただし、発注者が責めを負うべき合理的な理由がある事項については、この限りではない。 

２ 受注者は加入した保険について、業務履行計画書に明記し、その写しを添付すること。 

 

（水質管理） 

第３０条 受注者が行う施設の運転において、日常監視項目の水質については、表－１のとおり



遵守すること。 

 

 項目 水質 採水ケ所 

１ ＰＨ値 5.8 以上 8.6 以下 浄水施設出口 

２ 味 異常でないこと 浄水施設出口 

３ 臭気 異常でないこと 浄水施設出口 

４ 色度 異常でないこと 浄水施設出口 

５ 濁度 0.1 度以下 浄水施設出口 

６ 残留塩素濃度 0.6～1.0 ㎎/Ｌ程度 浄水施設出口 

 

（疑義） 

第３１条 本業務委託仕様書に疑義が生じた場合または、業務委託仕様書に定めない事項が生じ

た場合は、両者協議の上定めること。 

 

（支払い） 

第３２条 契約金額の支払方法は月額払いとする。 






